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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱源側熱交換器及び圧縮機を有する熱源側ユニットと、
　負荷側絞り装置及び負荷側熱交換器を有する複数の負荷側ユニットと、
　暖房運転を行う前記負荷側ユニットに気体の冷媒を供給し、冷房運転を行う前記負荷側
ユニットに液体の冷媒を供給するための気液分離器を有する冷暖分岐ユニットと
を配管接続して冷媒回路を構成し、冷媒を循環させて運転を行う冷暖房混在運転可能な空
気調和装置であって、
　前記圧縮機が吐出した冷媒が分流するバイパスを形成するバイパス管と、
　開閉により前記バイパス管への冷媒の分流を制御するバイパス用開閉弁と、
　前記熱源側熱交換器を蒸発器とし、前記負荷側熱交換器の少なくとも１つが凝縮器とし
て機能する運転を行う際、前記圧縮機の吐出側における冷媒圧力の異常上昇又は異常上昇
のおそれがあるかどうかを判断し、異常上昇又は異常上昇のおそれがあると判断すると、
前記バイパス用開閉弁を開放させて前記バイパス管に冷媒を分流をさせる処理を行う制御
手段と、
を備え、
　前記熱源側熱交換器は、複数の熱交換器を冷媒回路に対して並列に配管接続して構成し
ており、
　前記バイパス管を通過した冷媒が、前記複数の熱交換器のうちのいずれかの熱交換器を
通過し、顕熱が除去されて前記圧縮機の吸入側に戻るように、前記バイパス管の一端と、
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前記いずれかの熱交換器に通じる配管とを連通させることを特徴とする空気調和装置。
【請求項２】
　前記冷暖分岐ユニットは、前記複数の負荷側ユニットのうち少なくとも２つを直列又は
並列に切り換え可能に接続し、
　前記制御手段は、前記複数の負荷側ユニットが直列接続に切り換えられた場合に、前記
バイパス用開閉弁を開状態に制御することを特徴とする請求項１に記載の空気調和装置。
【請求項３】
　前記複数の負荷側ユニットは、高能力ユニットと低能力ユニットとにより構成され、
　前記制御手段は、前記低能力ユニットが暖房運転、前記高能力ユニットが冷房運転を行
う冷暖同時運転時に、前記バイパス用開閉弁を開状態に制御することを特徴とする請求項
１又は２に記載の空気調和装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記圧縮機の吐出側における冷媒の圧力を検知する圧力検知手段から
の信号に基づいて、前記吐出側における冷媒の圧力が所定の圧力を越えたかどうかを判断
して、前記異常上昇を判断することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の空気調
和装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記熱源側ユニットの周辺温度を検知する温度検知手段からの信号に
基づいて、前記周辺温度が所定の温度を越えたかどうかを判断して、前記異常上昇のおそ
れを判断することを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の空気調和装置。
【請求項６】
　前記圧縮機は、駆動周波数を変化させるインバータ回路を有する容量可変の圧縮機であ
り、
　前記制御手段は、前記異常上昇又は異常上昇のおそれがあるかどうかの判断に加え、前
記圧縮機が所定の駆動周波数以下で駆動しているものと判断したときに前記バイパス用開
閉弁を開放させて前記バイパス管に冷媒を分流をさせる処理を行うことを特徴とする請求
項１～５のいずれかに記載の空気調和装置。
【請求項７】
　前記分流する冷媒の量を制御するためのバイパス用絞り装置をさらに前記バイパスに備
え、
　前記制御手段は、前記圧縮機の吐出側における冷媒の圧力に基づいて、前記バイパス用
絞り装置の開度を制御することを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の空気調和装
置。
【請求項８】
　前記分流する冷媒の量を一定に制御するためのキャピラリチューブをさらに前記バイパ
スに備えることを特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の空気調和装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル）を利用して冷暖房運転を行い、空気
調和を行う空気調和装置に関するものである。特に室内などに設けられる負荷側ユニット
において、熱交換できる熱量が小さい場合に発生しやすくなる、圧縮機の吐出側における
冷媒圧力の異常な上昇を抑えるための機器（手段）構成に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　冷暖房運転を行って室内などの空気調和（室温調整）を行う空気調和装置において、夏
季のような外気の温度が高い場合でも暖房運転を行う場合がある。例えば、複数の負荷側
ユニットが、ユニットごとに冷房運転、暖房運転を行う冷暖混在運転が可能な空気調和装
置では、空気調和装置に供え付けられたリモコンの設定温度と負荷側ユニット周辺の気温
とに応じて、それぞれ冷房運転、暖房運転を自動的に判断して運転を行うようにできるこ
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とが多い。ただ、外気の温度が高い場合に暖房運転を行っている負荷側ユニットの数は一
般的には少ない。また、暖房運転を行っている負荷側ユニットにおける空調負荷（その負
荷側ユニットが必要とする熱量。以下、負荷という）も小さく、負荷側ユニットが有する
熱交換器（以下、負荷側熱交換器という）において熱交換される熱量も少なくなる。さら
に、上記のような冷暖混在運転が可能な空気調和装置においては、負荷側ユニットの小型
化、多様化などを図るため、負荷側熱交換器が熱交換できる熱量（以下、これを熱交換容
量という）も小さくなる傾向にある。
【０００３】
　一方、空気調和装置において暖房運転を行うと、室外などに設けられた熱源側ユニット
が有する熱交換器（以下、熱源側熱交換器という）は蒸発器として機能する。外気の温度
が高い場合には、熱源側熱交換器内を通過する冷媒が外気から吸収する熱量（吸熱量）が
大きくなる。これにより、熱源側熱交換器の二次側（蒸発器として機能する場合には冷媒
の出口側となる）におけるガス（気体）冷媒の過熱度が増大して過熱蒸気となり、圧縮機
は温度の高いガス冷媒を吸入する。そのため、圧縮機は過熱される。また、ガス冷媒の温
度が高いため吐出する冷媒の圧力も上昇しやすい。
【０００４】
　このように、熱交換容量が小さい、吸入する冷媒の温度が高いなどの状態では、圧縮機
が吐出する冷媒の圧力が異常に上昇し、これによっても圧縮機がさらに過熱される。これ
により、圧縮機の異常停止などがおこり、エネルギ消費効率など、運転効率が悪くなる。
また、異常な圧力上昇は、機器、配管に悪影響を与える。そこで、インバータ回路を有す
る圧縮機を用いて、圧縮機の駆動周波数を低減させ、冷凍サイクルを循環する（単位時間
あたりの）冷媒量を減少させる。そして、負荷に合わせた冷暖房能力（負荷側ユニット側
に供給する時間当たりの熱量。以下、これらを能力という）を供給するようにし、吐出側
の圧力の上昇を抑えるようにする方法が提案されている（たとえば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開平５－９９５１９号公報（第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、一般的に、たとえ、インバータ回路により圧縮機の駆動周波数を低減させたと
しても限界があり、例えば、圧縮機が駆動を維持するために必要な最低駆動周波数がある
。最低駆動周波数で駆動させたときの能力が負荷側ユニットにおいて処理しきれなければ
、能力以上の冷媒が供給されて能力過多になり、吐出側の圧力の上昇を招くことになる。
また、負荷側ユニットにおいては、要求以上の熱量がすぐに供給されることになる。その
ため、例えば運転の開始、一時停止などが頻繁に行われ、これが消費電力を高め、エネル
ギ消費効率を下げる原因となる。
【０００６】
　本発明は、以上のような問題を解決するためになされたものである。例えば冷暖混在運
転可能な空気調和装置において、暖房運転する熱源側ユニットの数が少ない、熱交換容量
が小さいなどの場合でも、適量の冷媒量を循環させるなどして、負荷に見合った能力を供
給する。そして、安全運転、装置の保護を図り、冷媒を効率よく凝縮できるようにしてエ
ネルギ効率のよい運転を行うことができる空気調和装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る空気調和装置は、熱源側熱交換器及び圧縮機を有する熱源側ユニットと、
負荷側絞り装置及び負荷側熱交換器を有する複数の負荷側ユニットと、暖房運転を行う負
荷側ユニットに気体の冷媒を供給し、冷房運転を行う負荷側ユニットに液体の冷媒を供給
するための気液分離器を有する冷暖分岐ユニットとを配管接続して冷媒回路を構成し、冷
媒を循環させて運転を行う冷暖房混在運転可能な空気調和装置であって、圧縮機が吐出し
た冷媒が分流するバイパスを形成するバイパス管と、開閉によりバイパス管への冷媒の分
流を制御するバイパス用開閉弁と、熱源側熱交換器を蒸発器とし、負荷側熱交換器の少な
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くとも１つが凝縮器として機能する運転を行う際、圧縮機の吐出側における冷媒圧力の異
常上昇又は異常上昇のおそれがあるかどうかを判断し、異常上昇又は異常上昇のおそれが
あると判断すると、バイパス用開閉弁を開放させてバイパス管に冷媒を分流をさせる処理
を行う制御手段と、を備え、熱源側熱交換器は、複数の熱交換器を冷媒回路に対して並列
に配管接続して構成しており、バイパス管を通過した冷媒が、複数の熱交換器のうちのい
ずれかの熱交換器を通過し、顕熱が除去されて圧縮機の吸入側に戻るように、バイパス管
の一端と、いずれかの熱交換器に通じる配管とを連通させる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上のように、熱源側ユニットにバイパス管、バイパス用開閉弁を設け、圧縮機が吐出
した冷媒を分流させることができるようにバイパスを形成しておき、制御手段において、
例えば、暖房運転、暖房主体運転時のように、負荷側熱交換器の少なくとも１つが凝縮器
として機能する運転を行う際、圧縮機の吐出側における冷媒の圧力上昇又は上昇のおそれ
があればバイパス管に冷媒を分流させるようにしたので、負荷側熱交換器の熱交換容量に
合った能力（冷媒量）を供給することができ、吐出側の冷媒圧力の異常な上昇を抑え、過
熱による圧縮機の温度上昇、異常停止などを抑制或いは防止することができる。また、圧
縮機１１、負荷側ユニット５０における運転の開始、停止回数を少なくするなど、エネル
ギ消費効率などを改善し、省エネルギを図ることができる。特に冷暖混在運転が可能な空
気調和装置において効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】この発明の実施の形態１における空気調和装置の構成図である。
【図２】この発明のモリエル線図（ｐ－ｈ線図）である。
【図３】実施の形態１における高圧抑制制御に係るフローチャートを表す図である。
【図４】この発明の制御に用いる閾値を示した表である。
【図５】実施の形態２における高圧抑制制御に係るフローチャートを表す図である。
【図６】実施の形態３における高圧抑制制御に係るフローチャートを表す図である。
【図７】この発明の実施の形態４における空気調和装置の構成図である。
【図８】実施の形態４における高圧抑制制御に係るフローチャートを表す図である。
【図９】この発明の制御で変移するモリエル線図（ｐ－ｈ線図）である。
【符号の説明】
【００１０】
　１　高圧管、２　低圧管、３ａ，３ｂ　液枝管、４ａ，４ｂ　ガス枝管、１０　熱源側
ユニット、１１　圧縮機、１２　流路切換弁、１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄ，１３ｅ
，１３ｆ　逆止弁、１４ａ，１４ｂ，１４ｃ　熱源側開閉弁、１５ａ，１５ｂ，１５ｃ　
熱源側熱交換器、１６ａ，１６ｂ，１６ｃ　逆止弁、１７　アキュームレータ、１８　熱
源側ファン、１９　油分離器、２０　毛細管、２１　バイパス管、２２　バイパス用開閉
弁、２３　バイパス用絞り装置、２４　キャピラリチューブ、３０　冷暖分岐ユニット、
３１　気液分離器、３２，３３　冷暖分岐ユニット側絞り装置、３４　冷暖分岐ユニット
側開閉弁、４０　制御装置、４０ａ　制御開始判断処理部、４０ｂ　制御開始時処理部、
４０ｃ　制御中処理部、４０ｄ　制御終了時処理部、４１　記憶装置、５０　負荷側ユニ
ット、５１　負荷側絞り装置、５２　負荷側熱交換器、５４　負荷側制御装置、６１　圧
力センサ、６２　温度センサ、１００、１００Ａ　空気調和装置。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る空気調和装置１００の構成を示す図である。図１
に基づいて、空気調和装置１００を構成する手段などについて説明する。この空気調和装
置１００は、冷媒循環による冷凍サイクル（ヒートポンプサイクル）を利用して冷暖房運
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転を行うものである。特に空気調和装置１００は冷暖房混在運転を行うことができる装置
であるものとする。
【００１２】
　本実施の形態の空気調和装置１００は、大きく分けて熱源側ユニット（室外ユニット）
１０と、冷暖分岐ユニット３０と、負荷側ユニット（室内ユニット）５０ａ、５０ｂとで
構成されている。熱源側ユニット１０と冷暖分岐ユニット３０とは冷媒配管である高圧管
１及び低圧管２により接続されている。また、冷暖分岐ユニット３０と負荷側ユニット５
０ａとは冷媒配管である液枝管３ａと冷媒配管であるガス枝管４ａとにより接続され、冷
暖分岐ユニット３０と負荷側ユニット５０ｂとは冷媒配管である液枝管３ｂと冷媒配管で
あるガス枝管４ｂとにより接続されている。高圧管１、低圧管２、液枝管３ａ及び３ｂ並
びにガス枝管４ａ及び４ｂによる配管接続により、熱源側ユニット１０、冷暖分岐ユニッ
ト３０、負荷側ユニット５０の間を冷媒が循環し、冷媒回路を構成する。そして、冷暖分
岐ユニット３０は、複数の負荷側ユニット５０ａ、５０ｂを直列又は並列に切り換え可能
に接続する。ここで、液枝管３ａ、３ｂと、ガス枝管４ａ、４ｂと、負荷側ユニット５０
ａ、５０ｂとを特に区別する必要がない場合には、液枝管３、ガス枝管４、負荷側ユニッ
ト５０として説明する（同じ手段が複数示されている場合には、以下同じであるものとす
る）。また、本実施の形態における圧力の高低については、基準となる圧力との関係によ
り定められているものではなく、圧縮機１１の加圧、各絞り装置の冷媒通過制御などによ
り相対的な圧力として表されているものとする。
【００１３】
　本実施の形態の熱源側ユニット１０は、圧縮機１１、四方弁１２、逆止弁１３（１３ａ
、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ、１３ｅ、１３ｆ）、熱源側開閉弁１４（１４ａ、１４ｂ、１
４ｃ）、熱源側熱交換器１５（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）、逆止弁１６（１６ａ、１６ｂ
、１６ｃ）、アキュームレータ１７、熱源側ファン１８、油分離器１９、毛細管２０、バ
イパス管２１、バイパス用開閉弁２２及びバイパス用絞り装置２３で構成する。
【００１４】
　圧縮機１１は、吸入した冷媒に圧力を加えて吐出する（送り出す）。特に限定するもの
ではないが、本実施の形態の圧縮機１１は、例えば駆動周波数を最低駆動周波数以上で任
意に変化させることにより、容量（単位時間あたりの冷媒吐出量）、それに伴う能力を変
化させることができる、インバータ回路（図示せず）を備えた容量可変のインバータ圧縮
機とする。また、油分離器１８は、圧縮機１１から吐出された冷媒に混入した冷凍機油を
分離する。分離した冷凍機油は、毛細管１９により流量を制御されつつ圧縮機１１に戻る
。四方弁１３は、制御装置４０からの指示に基づいて、弁を切り換え、冷房運転（ここで
は、運転しているすべての熱源側ユニットが冷房運転をしていることをいう）、冷房主体
運転（冷暖房混在運転のうち、冷房運転が主体となる運転）時と暖房運転（ここでは、運
転しているすべての熱源側ユニットが暖房運転をしていることをいう）、暖房主体運転（
冷暖房混在運転のうち、暖房運転が主体となる運転）時とによって冷媒の経路が切り換わ
るようにする。
【００１５】
　熱源側熱交換器１５（１５ａ、１５ｂ、１５ｃ）は、例えば冷媒を通過させる管及びそ
の管を流れる冷媒と空気（室外の空気）との伝熱面積を大きくするためのフィンを有し、
冷媒と空気との熱交換を行うものである。例えば、暖房運転、暖房主体運転時においては
蒸発器として機能し、冷媒を蒸発させて気化させる。一方、冷房運転、冷房主体運転時に
おいては凝縮器として機能し、冷媒を凝縮して液化させる。例えば冷房主体運転時には、
液体とガス（気体）との二相域（気液二相冷媒）の状態まで凝縮するよう調整する。また
、熱源側熱交換器１５の近辺に、冷媒と空気との熱交換を効率よく行うための熱源側ファ
ン２０を設けている。
【００１６】
　ここで、本実施の形態では、冷媒回路に対して並列に配管接続した３つの熱源側熱交換
器１５ａ、１５ｂ、１５ｃに分割した形で熱源側熱交換器１５を構成する。熱源側熱交換
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器１５ａ、１５ｂ、１５ｃは、それぞれ独立して冷媒を通過させて凝縮又は蒸発させるこ
とができるものとする。そして、特に限定するものではないが、本実施の形態では、熱源
側熱交換器１５ａ、１５ｂ、１５ｃのそれぞれの熱交換容量を異ならせている。そのため
には、例えば、熱源側熱交換器１５ａ、１５ｂ、１５ｃのそれぞれのフィンの大きさやフ
ィンの形状（伝熱面積）、熱源側熱交換器１５ａ、１５ｂ、１５ｃからのヘッダが占める
パス数（分割した際の各熱交換器における伝熱面積の比率）、管における冷媒通過の距離
などを変化させるようにする。また、空気との熱交換のしやすさ（例えば熱源側ファン２
０と距離を異ならせ、熱交換のために送り込む空気の量を変化させるなど）などを変化さ
せるようにする。また、特に熱源側熱交換器１５ｂについては、熱源側熱交換器１５ｂの
一次側（蒸発器として機能する場合には冷媒が流入する入口側となる）に通じる配管（熱
源側開閉弁１４よりも熱源側熱交換器１５ｂ側）と、後述するバイパス管２１の一端とが
連通しており、バイパス管２１を通過した冷媒を熱源側熱交換器１５ｂに流入させること
ができるものとする。
【００１７】
　熱源側開閉弁１４（１４ａ、１４ｂ、１４ｃ）は、熱源側熱交換器１５への冷媒の通過
の可否を制御するため、制御装置４０からの指示に基づいてそれぞれ独立して開閉動作を
行う。また、逆止弁１３（１３ａ、１３ｂ、１３ｃ、１３ｄ、１３ｅ、１３ｆ）及び逆止
弁１６（１６ａ、１６ｂ、１６ｃ）は、例えば冷房運転又は暖房運転により変化する冷媒
の循環経路を、それぞれの運転に合わせて一定にし、逆流を防止するものである。また、
アキュームレータ１７は冷媒回路中の過剰な冷媒を貯留するものである。
【００１８】
　さらに、本実施の形態の熱源側ユニット１０は、バイパス管２１、バイパス用開閉弁２
２、バイパス用絞り装置２３を有している。バイパス管２１は、圧縮機１１の吐出側（高
圧側）から熱源側開閉弁１４ｂと熱源側熱交換器１５ｂとの間に至るバイパス（経路）を
形成している。前述したように一端は熱源側熱交換器１５ｂの一次側に通じる配管と連通
している。バイパス用開閉弁２２は、バイパス上の、圧縮機１１の吐出側における配管と
分岐した部分に設けられ、制御装置４０からの指示に基づいて開閉動作を行う。バイパス
用開閉弁２２が弁を開いている間、圧縮機１１から吐出した冷媒の一部を分岐させて分流
するようにし、バイパス管２１を通過させる。バイパス用絞り装置２３は例えば開度を変
化させることができる電子式膨張弁などで構成されている。バイパス用絞り装置２３もバ
イパス上に設けられ、制御装置４０からの指示に基づく開度で開き、分流してバイパス管
２１を通過する冷媒量を制御する。通常の循環経路（以下、冷媒主回路という）に対して
、バイパスを通過した冷媒は、熱源側熱交換器１５ｂ内を通過してアキュームレータ１７
を経て圧縮機１１に至る別の循環経路の回路（以下、バイパス回路という）を構成する。
【００１９】
　また、本実施の形態の冷暖分岐ユニット３０は、気液分離器３１、冷暖分岐ユニット側
絞り装置３２及び３３並びに冷暖分岐ユニット用開閉弁３４（３４ａ、３４ｂ）で構成す
る。気液分離器３１は、例えば気液二相で流入する冷媒を気体の冷媒と液体の冷媒とに分
離するものである。また、冷暖分岐ユニット側絞り装置３２及び３３も、電子式膨張弁な
どで構成され、制御装置４０からの指示に基づく開度で開き、液冷媒の流れ及び冷媒量を
制御する。
【００２０】
　本実施の形態の負荷側ユニット５０（５０ａ、５０ｂ）は、負荷側絞り装置５１（５１
ａ、５１ｂ）、負荷側熱交換器５２（５２ａ、５２ｂ）、負荷側ファン５３（５３ａ、５
３ｂ）及び負荷側制御装置５４（５４ａ、５４ｂ）で構成する。負荷側絞り装置５１は、
減圧弁や膨張弁として機能し、負荷側熱交換器５２を通過する冷媒の圧力を調整する。本
実施の形態の負荷側絞り装置５１も、例えば開度を変化させることができる電子式膨張弁
などで構成されているものとする。負荷側熱交換器５２は、冷房運転時には蒸発器、暖房
運転時には凝縮器として機能し、冷媒と空気（室内の空気）との間で熱交換を行ない、冷
媒を蒸発させてガス化または凝縮させて液化するものである。また、負荷側ファン５３も



(7) JP 5106536 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

、熱源側ファン１８と同様に、熱交換を行う空気の流れを調整するものである。ここで、
負荷側ファン５３の回転速度については、例えば、熱源側ファン１８のように、冷媒回路
を循環する冷媒の状態により変化させるものではなく、室内の利用者の設定で決定するも
のとする。本実施の形態では利用者の設定変更がなく、回転速度は一定であるものとする
。ここで、負荷側熱交換器５２は、一般的に熱源側熱交換器１５よりもファンも大きくな
いため伝熱面積が少なく、また、管が短く冷媒が流れる距離も短い。また、負荷側ファン
５３についても一般的に熱源側ファン２０よりも風量が少ない。そのため１台の負荷側熱
交換器５２の熱交換容量は、熱源側熱交換器１５よりもかなり小さいものとなる。
【００２１】
　負荷側制御装置５４は、例えば室内の利用者の室温設定、制御装置４０からの指示に基
づいて、負荷側ユニット５０を構成する各機器（手段）の動作を制御する。また、負荷側
ユニット５０の運転状態、各機器（手段）の状態、負荷側ユニット５０などに設けられた
各種センサが検知した物理量（物理的パラメータ）など、負荷側ユニット５０に係る各種
データを含む信号を通信線（図示せず）などを介して制御手段に送信する。なお、本実施
の形態では、負荷側ユニット５０を２台有する場合を例に示しているが、これに限定する
ものではなく、３台以上の負荷側ユニット５０を有するようにしてもよい。
【００２２】
　制御装置４０は、例えば空気調和装置１００内外に設けられた各種センサ（検知手段）
、空気調和装置１００の各機器から送信される信号に基づく判断処理などを行う。そして
、その判断に基づいて各機器を動作させ、空気調和装置１００の全体の動作を統括制御す
る機能を有する。具体的には、圧縮機１１の駆動周波数制御、負荷側絞り装置５１、冷暖
分岐ユニット３０の冷暖分岐ユニット側絞り装置３２、３３などの開度制御、開閉弁１４
、冷暖分岐ユニット用開閉弁３４などの開閉制御などがある。ここで、本実施の形態にお
ける制御装置４０は、特に、後述するバイパスを利用した高圧抑制制御を行うための、制
御開始判断処理部４０ａ、制御開始時処理部４０ｂ、制御中処理部４０ｃ及び制御終了時
処理部４０ｄを有しているものとする。これらの処理部が行う処理内容については後述す
る。また、記憶装置４１は、制御装置４０が処理を行うために必要となるデータ、プログ
ラムなどを一時的又は長期的に記憶しておく。
【００２３】
　さらに、本実施の形態においては、制御装置４０が高圧抑制制御を行うための物理量を
検知する検知手段として、特に圧力センサ６１、温度センサ６２を設けるものとする。圧
力センサ６１は、圧縮機１１の吐出側（高圧側）における配管内の冷媒の圧力ＰＳ（以下
、高圧圧力ＰＳという）を監視し、検知に基づく信号を送信するために熱源側ユニット１
０内の吐出側の配管に設ける。また、温度センサ６２は、熱源側ユニット１０の周辺の温
度（熱源側ユニット１０は室外に置かれることが多いため室外気の温度となる。以下、周
辺温度Ｔという）を監視し、検知に基づく信号を送信するために設ける。また、ここでは
図示及び説明は省略するが、他にも、圧縮機１１から吐出した冷媒の温度、圧縮機１１の
吸引側（低圧側）における配管内の冷媒の圧力などを監視、検知するための各種センサ（
検知手段）を空気調和装置１００内外に設けるようにしてもよい。
【００２４】
　ここで、空気調和装置１００に用いられて冷媒回路を循環する冷媒について説明する。
空気調和装置１００に用いる冷媒としては、非共沸混合冷媒や擬似共沸混合冷媒、単一冷
媒などがある。非共沸混合冷媒には、ＨＦＣ（ハイドロフルオロカーボン）冷媒であるＲ
４０７Ｃ（Ｒ３２／Ｒ１２５／Ｒ１３４ａ）などがある。この非共沸混合冷媒は、沸点が
異なる冷媒の混合物であるので、液相冷媒と気相冷媒との組成比率が異なるという特性を
有している。擬似共沸混合冷媒には、ＨＦＣ冷媒であるＲ４１０Ａ（Ｒ３２／Ｒ１２５）
やＲ４０４Ａ（Ｒ１２５／Ｒ１４３ａ／Ｒ１３４ａ）などがある。この擬似共沸混合冷媒
は、非共沸混合冷媒と同様の特性の他、Ｒ２２の約１．６倍の動作圧力という特性を有し
ている。
【００２５】
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　また、単一冷媒としては、ＨＣＦＣ（ハイドロクロロフルオロカーボン）冷媒であるＲ
２２やＨＦＣ冷媒であるＲ１３４ａなどがある。この単一冷媒は、混合物ではないので、
取り扱いが容易であるという特性を有している。そのほか、自然冷媒である二酸化炭素や
プロパン、イソブタン、アンモニアなどを使用することもできる。なお、Ｒ２２はクロロ
ジフルオロメタン、Ｒ３２はジフルオロメタン、Ｒ１２５はペンタフルオロメタン、Ｒ１
３４ａは１，１，１，２－テトラフルオロメタンを、Ｒ１４３ａは１，１，１－トリフル
オロエタンをそれぞれ示している。以上の冷媒の中から、空気調和装置１００の用途や目
的に応じた冷媒を使用するとよい。
【００２６】
　本実施の形態の空気調和装置１００では、暖房運転、暖房主体運転時において、例えば
圧縮機１１が最低駆動周波数で駆動しているときに、高圧圧力ＰＳがあらかじめ定めた閾
値以上の圧力になったものと判断すると、制御装置４０はバイパス用開閉弁２２を開放さ
せる。そして、バイパス用絞り装置２３によって冷媒量の調整を行いつつ、圧縮機１１か
ら吐出したガス冷媒の一部を分流し、バイパスを通過するようにする。冷媒を分流するこ
とにより、負荷側ユニット５０側に流れる冷媒量を少なくし、圧縮機１１が負荷側ユニッ
ト５０側に供給する能力を抑える。これにより、負荷側熱交換器５２の熱交換容量の範囲
内で能力を供給し、負荷側ユニット５０が要求する負荷に見合った凝縮を行えるようにす
る。
【００２７】
　一方、バイパスを通過した冷媒については、さらに熱源側熱交換器１５ｂを通過させて
圧縮機１１の吸入側（低圧側）に戻るようにする。バイパス用絞り装置２３による圧力調
整（減圧）及び熱源側熱交換器１５ｂ内で熱交換による顕熱除去（比エンタルピー低減）
を行うことにより、圧縮機１１の吸入側の圧力が上昇しないようにしつつ、冷媒を戻すよ
うにする。ここで、本実施の形態では分流した冷媒の顕熱除去を、熱源側熱交換器１５ｂ
が行っているが、専用の熱交換器を用いて行ってもよい。しかしながら、バイパスを利用
する空気調和装置１００の運転状態においては、熱源側ユニット５０が要求する負荷も小
さく、熱源側熱交換器１５ａ、１５ｂ、１５ｃのすべてを凝縮器として機能させる必要が
ないと考えられる。そこで、いずれかの熱源側熱交換器１５（複数でもよい。本実施の形
態では熱源側熱交換器１５ｂとする）を、例えば伝熱面積などにより顕熱除去を行える熱
交換器を選定し、冷媒主回路における熱交換器と兼用するものとする。
【００２８】
　次に空気調和装置１００における各運転による、冷媒主回路における冷媒の流れとその
流れに基づく各機器の動作内容とについて説明する。まず、運転しているすべての負荷側
ユニット５０が冷房運転を行う場合について説明する。熱源側ユニット１０においては、
圧縮機１１が、吸入した冷媒を圧縮し、高圧のガス冷媒を吐出する。圧縮機１１を吐出し
た冷媒は、四方弁１２、逆止弁１３ａ、開閉弁１４を経て、熱源側熱交換器１５へ流れる
。そして、高圧のガス冷媒は熱源側熱交換器１５内を通過する間に熱交換により凝縮して
高圧の液冷媒となり、逆止弁１６、逆止弁１３ｅを経て、高圧管１へ流れ、冷暖分岐ユニ
ット３０に流入する。冷暖分岐ユニット３０においては、高圧管１から流れてきた高圧の
液冷媒は、気液分離器３１、絞り装置３２を経て、液枝管３ａ及び３ｂに流れ、負荷側ユ
ニット５０ａと５０ｂに流入する。
【００２９】
　負荷側ユニット５０ａと５０ｂにおいては、液枝管３ａ、３ｂからそれぞれ流れてきた
液冷媒は、負荷側絞り装置５１ａと５１ｂとが開度調整により圧力調整することで、低圧
の気液二相冷媒又は低圧の液冷媒となり、負荷側熱交換器５２ａと５２ｂとに流れる。低
圧の気液二相冷媒又は低圧の液冷媒は、負荷側熱交換器５２ａと５２ｂとを通過する間に
熱交換により蒸発して低圧のガス冷媒となり、ガス枝管４ａ及び４ｂに流れる。ガス枝管
４ａ及び４ｂから流れてきた低圧のガス冷媒は、冷暖分岐ユニット３０の開閉弁３４を経
て、低圧管２に流れる。低圧管２から流れてきた低圧のガス冷媒は、熱源側ユニット１０
の逆止弁１３ｂ、流路切換弁としての四方弁１２、アキュームレータ１７を経て、再び圧
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縮機１１へ吸入され、前述したように吐出することで循環する。これが冷媒主回路におけ
る冷房運転時の循環経路となる。
【００３０】
　次に、冷房主体運転について説明する。ここでは、負荷側ユニット５０ａが冷房運転、
負荷側ユニット５０ｂが暖房運転を行うものとして説明する。まず、熱源側ユニット１０
において、圧縮機１１が、吸入した冷媒を圧縮し、高圧のガス冷媒を吐出する。吐出した
冷媒は、四方弁１２、逆止弁１３ａ、開閉弁１４を経て、熱源側熱交換器１５へ流れる。
そして、高圧のガス冷媒は熱源側熱交換器１５内を通過する間に熱交換により凝縮して高
圧の気液二相冷媒となり、逆止弁１６、逆止弁１３ｅを経て、高圧管１へ流れ、冷暖分岐
ユニット３０に流入する。
【００３１】
　冷暖分岐ユニット３０において、気液分離器３１は、高圧管１から流れてきた高圧の気
液二相冷媒を高圧のガス冷媒と高圧の液冷媒に分離する。高圧のガス冷媒は、開閉弁３４
ｂを経てガス枝管４ｂへ流れる。そして、高圧のガス冷媒は負荷側熱交換器５２ｂ内を通
過する間に熱交換により凝縮して高圧の液冷媒となり、負荷側絞り装置５１ｂに流れる。
そして、負荷側絞り装置５１ｂが開度調整により圧力調整することで、中間圧の気液二相
冷媒又は中間圧の液冷媒となり、液枝管３ｂに流れる。
【００３２】
　一方、気液分離器３１が分離した高圧の液冷媒及び液枝管３ｂから流れてきた中間圧の
気液二相冷媒又は中間圧の液冷媒は、負荷側絞り装置５１ａが開度調整により圧力調整す
ることで、低圧の気液二相冷媒又は低圧の液冷媒となり、負荷側熱交換器５２ａに流れる
。低圧の気液二相冷媒又は低圧の液冷媒は、負荷側熱交換器５２ａを通過する間に熱交換
により蒸発して低圧のガス冷媒となり、ガス枝管４ａに流れる。ガス枝管４ａから流れて
きた低圧のガス冷媒は、冷暖分岐ユニット３０の開閉弁３４を経て、低圧管２に流れる。
【００３３】
　ここで、例えば、流れてくる液冷媒が多かったり、負荷側絞り装置５１ａの開度が小さ
かったりすると、負荷側絞り装置５１ａ及び５１ｂ、液枝管３ａ及び３ｂ並びに冷暖分岐
ユニット側絞り装置３２及び３３における区間（以下、液管ラインという）に溜まる液冷
媒の量が多くなっていく。液冷媒の量が多くなるにつれて液管ラインにおける冷媒の圧力
が上昇する。このとき、負荷側ユニット５０ｂ（負荷側熱交換器５２ｂ）においては、液
管ライン側（二次側、液枝管３ｂ側）とガス枝管４ｂ側（一次側）との差圧が小さくなる
。そのため、負荷側ユニット５０ｂに流れる冷媒量が少なくなり、暖房能力が低下する。
そこで、装置制御装置４０は、冷暖分岐ユニット側絞り装置３３の開度を調整して液管ラ
インに溜まった液を低圧管２に流し、液管ラインにおける圧力調整を行う。
【００３４】
　以上のようにして、ガス枝管４ａから流れてきた低圧のガス冷媒と冷暖分岐ユニット側
絞り装置３３から流れる低圧の液冷媒又は低圧のガスと液の二相冷媒とが入り混じった低
圧の気液二相冷媒が低圧管２を流れる。熱源側ユニット１０において、低圧管２から流れ
てきた低圧の気液二相冷媒は、熱源側ユニット１０の逆止弁１３ｂ、四方弁１２、アキュ
ームレータ１７を流れる。そして、ガス冷媒は再び圧縮機１１へ吸入され、前述したよう
に吐出することで循環する。これが冷媒主回路における冷房主体運転時の循環経路となる
。
【００３５】
　次に、運転しているすべての負荷側ユニット５０が暖房運転を行う場合について説明す
る。熱源側ユニット１０において、圧縮機１１が、吸入した冷媒を圧縮して加圧し、高圧
のガス冷媒を吐出する。吐出した冷媒は、四方弁１２、逆止弁１３ｄを経て、高圧管１へ
流れ、冷暖分岐ユニット３０に流入する。冷暖分岐ユニット３０において、高圧管１から
流れてきた高圧のガス冷媒は、気液分離器３１、開閉弁３４を経て、ガス枝管４ａ及び４
ｂに流れる。そして、高圧のガス冷媒は負荷側熱交換器５２ａと５２ｂ内を通過する間に
熱交換により凝縮して高圧の液冷媒となり、負荷側絞り装置５１ａと５１ｂとに流れる。



(10) JP 5106536 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

そして、負荷側絞り装置５１ａと５１ｂとが開度調整により圧力調整することで、低圧の
気液二相冷媒又は低圧の液冷媒となり、液枝管３ａ及び３ｂに流れる。液枝管３ａと３ｂ
から流れてきた低圧の気液二相冷媒又は低圧の液冷媒は冷暖分岐ユニット３０の絞り装置
３３を経て、低圧管２へ流れる。そして、さらに熱源側ユニット１０の逆止弁１３ｃ、開
閉弁１４、負荷側熱交換器１５、逆止弁１６、逆止弁１３ｆ、四方弁１２、アキュームレ
ータ１７を経て、再び圧縮機１１へ吸入され、前述したように加圧され吐出することで循
環する。これが冷媒主回路における暖房運転時の循環経路となる。
【００３６】
　また、暖房主体運転について説明する。ここでも、負荷側ユニット５０ａが冷房運転、
負荷側ユニット５０ｂが暖房運転を行うものとして説明する。熱源側ユニット１０におい
て、圧縮機１１が、吸入した冷媒を圧縮して加圧し、高圧のガス冷媒を吐出する。吐出し
た冷媒は、四方弁１２、逆止弁１３ｄを経て、高圧管１へ流れる。冷暖分岐ユニット３０
において、高圧管１から流れてきた高圧のガス冷媒は、気液分離器３１、開閉弁３４を経
て、ガス枝管４ｂに流れる。ガス枝管４ｂから流れてきた高圧のガス冷媒は負荷側熱交換
器５２ｂ内を通過する間に熱交換により凝縮して高圧の液冷媒となり、負荷側絞り装置５
１ｂに流れる。そして、負荷側絞り装置５１ｂが開度調整により圧力調整することで、中
間圧の気液二相冷媒又は中間圧の液冷媒となり、液枝管３ｂに流れる。
【００３７】
　液枝管３ｂから流れてきた中間圧の気液二相冷媒又は中間圧の液冷媒は液枝管３ａへ流
れる。負荷側絞り装置５１ａが開度調整により圧力調整することで、低圧の気液二相冷媒
又は低圧の液冷媒となり、負荷側熱交換器５２ａに流れる。低圧の気液二相冷媒又は低圧
の液冷媒は、負荷側熱交換器５２ａを通過する間に熱交換により蒸発して低圧のガス冷媒
となり、ガス枝管４ａに流れる。ガス枝管４ａから流れてきた低圧のガス冷媒は、冷暖分
岐ユニット３０の開閉弁３４を経て、低圧管２に流れる。ここで、暖房主体運転において
も、液管ラインに液冷媒が溜まることがあるため、冷暖分岐ユニット側絞り装置３３の開
度を調整して液管ラインに溜まった液を低圧管２に流し、液管ラインにおける圧力調整を
行う。
【００３８】
　以上のようにして、ガス枝管４ａから流れてきた低圧のガス冷媒と冷暖分岐ユニット側
絞り装置３３から流れる低圧の液冷媒又は低圧のガスと液の二相冷媒とが入り混じった低
圧の気液二相冷媒が低圧管２を流れる。そして、さらに熱源側ユニット１０の逆止弁１３
ｃ、開閉弁１４、負荷側熱交換器１５、逆止弁１６、逆止弁１３ｆ、四方弁１２、アキュ
ームレータ１７を経て、再び圧縮機１１へ吸入され、前述したように加圧され吐出するこ
とで循環する。これが冷媒主回路における暖房主体運転時の循環経路となる。
【００３９】
　次に、バイパス回路を利用して冷媒を循環させる場合について説明する。本実施の形態
においては、暖房運転又は暖房主体運転時に、熱交換容量（負荷）が小さい負荷側熱交換
器５２ａを有する負荷側ユニット５０ａのみ暖房運転を行っている場合について説明する
。そのため、圧縮機１１から吐出したガス冷媒を負荷側熱交換器５２ａのみで凝縮するこ
とになる。
【００４０】
　図２は、本実施の形態に係る空気調和装置１００の冷媒の状態を示すためのモリエル線
図（ｐ－ｈ線図）を表す図である。例えば、圧縮機１１の駆動周波数を最低にしても、圧
縮機１１が供給する能力が負荷側ユニット５０ａにおける熱交換容量を上回る場合、負荷
側ユニット５０ａの負荷側熱交換器５２ａでは冷媒を凝縮しきれなくなる。このため、負
荷側ユニット５０ａの一次側（暖房運転においては冷媒入口側となる）と液管ラインとの
比エンタルピー差Δｈは小さくなり、負荷側熱交換器５２ａの二次側（負荷側熱交換器５
２ａと負荷側絞り装置５１ａとの間。暖房運転においては冷媒出口側となる）では気液二
相冷媒が流出する傾向が強くなる（図２の点線で表すモリエル線図）。
【００４１】
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　一方、負荷側ユニット５０ａの負荷側絞り装置５１ａの開度は、負荷側ユニット５０ａ
において、負荷側熱交換器５２ａを流出する液冷媒の過冷却度（サブクール）ＳＣに基づ
いて制御装置４０が制御を行うことになっている。ここで、負荷側熱交換器５２ａの二次
側において気液二相冷媒が流出するということは過冷却度ＳＣが０より小さいということ
である。そのため、制御装置４０は過冷却度ＳＣを大きくするために負荷側絞り装置５１
ａの開度を小さくする。
【００４２】
　その結果、負荷側絞り装置５１ａを通過する冷媒が少なくなり、一方で圧縮機１１から
は冷媒供給が行われるので、負荷側絞り装置５１ａ－圧縮機１１間の冷媒密度が大きくな
る。また、高圧のガス冷媒が負荷側ユニット５０ａの負荷側熱交換器５２ａ内部で閉じ込
められている時間も長くなる。そして、負荷側ユニット５０ａにおける過冷却度ＳＣが、
０以上の目標とする過冷却度ＳＣになったものと判断するまで、負荷側絞り装置５１ａの
開度も小さくなっていく。以上のことから、目標とする過冷却度ＳＣに到達するまで、圧
縮機１１の吐出側（高圧側）における冷媒の圧力が異常に上昇し続ける現象（以下、高圧
圧力上昇現象という）が発生する。通常、制御装置４０は、圧縮機１１の駆動周波数を下
げて高圧圧力ＰＳを下げるようにするが、圧縮機１１の駆動周波数が限界であれば、圧縮
機１１の制御により圧力を下げることができない。
【００４３】
　前述した現象を避けるには２つの方法が考えられる。まず１つは、負荷側ユニット５０
ａの熱交換器の面積を増加させるか又は負荷側ユニット５０ａに流れる風量を増加させて
、負荷側ユニット５０ａの熱交換容量を増加させる（能力に対応させる）方法である。も
う１つは、負荷側ユニット５０ａに流れる冷媒量を少なくする（熱交換容量（負荷）に対
応させる）方法である。
【００４４】
　どちらかの方法を用いれば、能力と熱交換容量（負荷）とのバランスがとれ、熱交換容
量の範囲内に収まるため、負荷側熱交換器５２ａが冷媒を凝縮することができる。そして
、負荷側ユニット５０ａ（負荷側熱交換器５２ａ）の一次側（暖房運転における入口側）
と液管ライン（負荷側熱交換器５２ａの二次側）との比エンタルピー差Δｈを大きくする
ことができ、負荷側ユニット５０ａ（負荷側熱交換器５２ａの二次側）における過冷却度
ＳＣを目標とすることができる。結果として、絞り装置５１ａ－圧縮機１１間の冷媒密度
が低くなっていくため、高圧圧力ＰＳを低下させることが可能となる。
【００４５】
　ここで、負荷側熱交換器５２ａの伝熱面積は固定されており、また、前述したように負
荷側ファン５３ａの回転速度も利用者により変化するものであるため、熱交換容量は一定
である。したがって、前述した２つの方法の前者の方法のように、冷媒の状態を制御する
ために負荷を変化させることはできない。そのため、後者の方法のように、負荷に対応し
た能力を供給するようにして冷媒の状態を制御し、高圧圧力ＰＳを低下させる必要がある
。
【００４６】
　本実施の形態では、バイパス管２１、バイパス用開閉弁２２およびバイパス用絞り装置
２３により、冷媒を分流するためのバイパスを圧縮機１１の吐出側の配管に分岐させて設
ける。圧力センサ６１からの検知信号に基づいて、高圧圧力ＰＳが所定の圧力以上である
と判断すると、圧縮機１１が吐出した冷媒を分流させて、バイパス用絞り装置２３により
圧力を低下させ、圧縮機１１の吸入側に戻るバイパス回路を構成してやれば、冷凍サイク
ルのバランスを壊すことなく、負荷側ユニット５０に流れる冷媒量（冷媒主回路を流れる
冷媒量）を少なくすることができる。また、バイパスを通過した冷媒を圧縮機１１の吸入
側にそのまま戻すこともできるが、熱源側熱交換器１５により顕熱を除去することにより
、圧縮機１１の吸入側（低圧側）の圧力を上昇させずにすむ。
【００４７】
　前述したように、本実施の形態ではバイパスを通過した冷媒について、熱源側熱交換器
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１５ｂ内を通過させるようにしている。ここで、分流した冷媒の顕熱を除去するための熱
源側熱交換器１５の選定について説明する。図２で示すように、（圧縮機１１の吸入側の
圧力を上昇させることなく、）バイパスを通過した過熱蒸気の冷媒について、（圧縮機１
１の吐出側における冷媒と吸入側における冷媒との）比エンタルピーの差分の顕熱を冷媒
から除去できる熱交換容量を有するものを熱源側熱交換器１５ａ、熱源側熱交換器１５ｂ
、熱源側熱交換器１５ｃの中から選定する。比エンタルピーの差分は、例えば、暖房運転
、暖房主体運転時における目標とする高圧圧力ＰＳ、吸入側の圧力、圧縮機１１の温度、
熱源側熱交換器１５の二次側（蒸発器として機能する場合は出口側）の温度の値を物理的
パラメータとして用いて算出することができ、さらにバイパスを通過する冷媒の想定量に
基づけば熱交換する熱量を算出することができる。そして、算出した熱量を熱交換するこ
とができる熱交換容量を有する熱源側熱交換器１５からあらかじめ選定し、連通するよう
に配管接続を行えばよい。ここで、例えばバイパスを通過する冷媒を熱源側熱交換器１５
ｂだけに流すようにしているが、例えば、１台だけで充分な顕熱除去を行えないなどの場
合には、複数の熱源側熱交換器１５を組み合わせるようにしてもよい。
【００４８】
　図３は実施の形態１における制御装置４０が行う高圧抑制制御に係るフローチャートを
表す図である。制御装置４０は、前述したように、制御開始判断処理部４０ａ、制御開始
時処理部４０ｂ、制御中処理部４０ｃ及び制御終了時処理部４０ｄを有している。図３に
基づいて各部が行う処理について説明する。
【００４９】
　制御開始判断処理部４０ａは高圧抑制制御を開始するか否かの開始条件判断処理を行う
（Ｓ１０）。本実施の形態では、開始判断において不可欠となる、制御有効時の運転モー
ド、高圧上昇判断をするための物理的なパラメータの値、圧縮機１１の駆動周波数及びバ
イパス回路用開閉弁２１の状態の４項目に基づいて判断を行う。
【００５０】
　まず、運転モードについて、熱交換容量を大きく変化させることができる熱源側熱交換
器１５が凝縮器として機能する場合は上記のような問題が発生しないことから、暖房運転
又は暖房主体運転で運転しているかどうかを判断する（Ｓ１１）。次に、高圧圧力上昇現
象が発生しているかどうかの判断を行う。本実施の形態では、高圧圧力上昇現象に係る判
断をするための物理的パラメータは、圧力センサ６１から送信される信号に基づいて判断
した高圧圧力ＰＳとする。圧力センサ６１からの信号に基づいて判断した高圧圧力ＰＳの
値が、あらかじめ設定した閾値Ｐ１よりも大きいかどうかを判断する（Ｓ１２）。閾値Ｐ
１よりも大きいと判断すると、前述した高圧圧力上昇現象が発生したものとする。
【００５１】
　図４は高圧抑制制御における閾値の設定条件を表す図である。ここで、高圧圧力ＰＳの
過度の上昇は、空気調和装置１００（熱源側ユニット１０）の故障原因となるため、設計
においてその上限（高圧設計圧力）が定められる。そして、高圧設計圧力を越えるような
圧力では、制御装置４０は、空気調和装置１００（熱源側ユニット１０）を保護するため
の制御を行う。高圧抑制制御は、それより小さい圧力において処理を行えばよいので、閾
値Ｐ１は、高圧設計圧力よりも下方にマージンを設けた値に設定するようにする。
【００５２】
　また、圧縮機１１が最低駆動周波数で駆動しているかどうかを判断する（Ｓ１５）。こ
れは、圧縮機１１が最低駆動周波数で駆動を行っても、なお、負荷に対して多くの冷媒が
流れて能力過多となってしまう場合において高圧抑制制御を行うようにするためである。
最低駆動周波数に基づいて判断を行うことは、エネルギ効率の面からは都合がよい。ただ
、必ずしも最低駆動周波数に限定するものではなく、上方にマージンを持たせるようにし
てもよい。ここで、高圧抑制制御は強制的に負荷側ユニット５０に供給する能力（冷媒量
）を抑えるものである。マージンを持たせすぎると、最もエネルギ消費が大きい圧縮機１
１を、供給する能力に対して過剰に駆動させてしまうことがあるため、注意する必要があ
る。さらに、バイパス用開閉弁２２が開放された状態は、既に高圧抑制制御が開始されて
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いるので、バイパス用開閉弁２２が閉じられた状態であるかどうかを判断し（Ｓ１６）、
閉じられた状態であると判断すると、制御開始時処理部４０ｂによる制御開始時処理に移
行させる。
【００５３】
　制御開始時処理部４０ｂは、制御開始判断処理部４０ａが高圧抑制制御を行うものと判
断すると、バイパス用開閉弁２２－バイパス用絞り装置２３－バイパス管２１－熱源側熱
交換器１５ｂを通過して圧縮機１１の吸入側に至るバイパス回路を形成する制御開始時処
理を行う（Ｓ２０）。まず、熱源側開閉弁１４ｂを閉止させる処理を行う（Ｓ２１）。次
にバイパス用開閉弁２２を開放させる処理を行う（Ｓ２２）。バイパス用開閉弁２２を先
に開放すると、熱源側開閉弁１４ｂを通過している液冷媒とバイパス管２１を通過したガ
ス冷媒とが入り混じり、冷媒回路の流れを乱すため、熱源側開閉弁１４ｂを閉止させてか
ら、バイパス用開閉弁２２を開放し、バイパスに冷媒を通過させる必要がある。ここで、
前述したように選定した熱源側熱交換器１５によっては、閉止させる熱源側開閉弁１４は
、熱源側開閉弁１４ｂでなく、熱源側開閉弁１４ａ又は１４ｃになる場合もある。
【００５４】
　制御中処理部４０ｃは、制御開始時処理部４０ｂにより制御開始時処理が行われると高
圧抑制制御中処理を行う（Ｓ３０）。高圧抑制制御中処理では、開度調整制御処理及び制
御終了判断処理を行う。まず、バイパス用絞り装置２３の開度調整制御処理については、
圧力センサ６１からの信号に基づいて判断した高圧側圧力ＰＳが閾値Ｐ１以上であると判
断すると（Ｓ３１）、バイパス用絞り装置２３の開度を変更して大きくさせる（開く）処
理を行い、バイパスに分流する冷媒の量を増やす（Ｓ３２）。ここで、バイパス用絞り装
置２３の開度について説明する。制御開始処理時にバイパス用開閉弁２２を開放させた際
のバイパス用絞り装置２３の初期開度はあらかじめ定めておく。この初期開度については
、最低周波数において圧縮機１１が供給する能力などのパラメータに基づいて、目標とす
る高圧圧力ＰＳを閾値Ｐ２の圧力以下にするため、バイパスに流すべき冷媒量より決定す
る。また、バイパス用絞り装置２３の開度変更幅については、あらかじめ任意に設定して
もよい。本実施の形態では、圧力を低下させるために急激に多くの冷媒を分流させるので
はなく、空気調和装置１００の定常運転時における冷凍サイクルのバランスが維持できる
ように、１０％～２０％増し程度の変更を行うようにする。ここで、閾値Ｐ２は、図４に
示しているように、暖房運転、暖房主体運転時において、凝縮器として機能する負荷側熱
交換器５２ａにおいて目標とする凝縮温度に近い温度における高圧圧力ＰＳとなるように
設定する。
【００５５】
　次に行う制御終了判断処理は、高圧抑制制御を行わなくてもよい物理的パラメータの値
、圧縮機１１の駆動周波数、運転モード及び圧縮機１１の状態の４項目に基づいて判断す
る。本実施の形態では、判断のための物理的パラメータは制御開始判断と同様に高圧側圧
力ＰＳを用いる。圧力センサ６１からの信号に基づいて、高圧側の圧力ＰＳが閾値Ｐ２以
下であるかどうかを判断する（Ｓ３３）。
【００５６】
　また、制御装置４０は、各種センサからの信号に基づいて、負荷側ユニット１０が要求
する負荷を判断し、インバータ回路により圧縮機１１の駆動周波数を変更し、負荷に合わ
せた能力供給を行う。そこで、例えば暖房運転を行う負荷側ユニット５０が増えるなどに
より、閾値Ｆ１以上の駆動周波数で圧縮機１１を駆動させているかどうかを判断する（Ｓ
３４）。ここで、図４に示すように、例えば閾値Ｆ１としては、冷媒を分流しなかったと
きに最低駆動周波数により吐出する冷媒量を、冷媒を分流したときに熱源側ユニット５０
側に供給することができる圧縮機１１の駆動周波数を設定する。つまり、Ｓ３４において
は圧縮機１１が、最低駆動周波数で吐出する冷媒量を越える冷媒量を負荷側ユニット５０
に供給しているかどうかを判断することになる。
【００５７】
　また、負荷側熱交換器５２が凝縮器ではなく蒸発器として機能する冷房運転又は冷房主
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体運転で運転しているかどうかを判断する（Ｓ３５）。そして、圧縮機１１が停止してい
るかどうかを判断する（Ｓ３６）。制御中処理部４０ｃは、Ｓ３３～Ｓ３６の判断のうち
、１つでも条件を満たしていると判断すると、制御終了時処理部４０ｄによる制御終了時
処理に移行させる。一方、すべての条件を満たしていないと判断すると、所定の時間待機
した後（Ｓ３７）、Ｓ３１に戻って開度調整制御処理及び制御終了判断処理を行う。所定
の時間については、例えば、制御中処理部４０ｃ（制御装置４０）が記憶手段４５に記憶
された制御プログラムなどにより、その処理を行っている場合は、制御ソフトウェアにお
ける次のサンプリングまでの時間となる。
【００５８】
　ここで、制御中処理部４０ｃが行う２つの制御処理は、制御プロセスとして、それぞれ
互いに干渉しない処理であるため、どちらの処理を先に行ってもよいと考えられる。ただ
、制御終了判断処理を開度調整制御処理より先に処理してしまうと、制御開始時処理部４
０ｂが処理を行った後、高圧抑制制御を行う前に制御終了を判断する可能性があることか
ら、開度調整制御処理、制御終了判断処理の順に行うことが望ましい。
【００５９】
　制御終了時処理部４０ｄは、制御中処理部４０ｃが制御終了判断処理において制御終了
と判断すると、冷媒がバイパスを通過しないようにし、制御開始時処理前における冷媒の
流れに戻すための制御終了時処理を行う（Ｓ４０）。まず、バイパス用開閉弁２２を閉止
させるための処理を行う（Ｓ４１）。次に、熱源側開閉弁１４ｂを開放させるための処理
を行う（Ｓ４２）。ここで、熱源側開閉弁１４ｂを先に開放させると、熱源側開閉弁１４
ｂを流れてくる液冷媒とバイパス管２１を通過したガス冷媒とが入り混じり、冷媒回路の
流れを乱すため、バイパス用開閉弁２２を先に閉止させ、バイパスを通過する冷媒の流れ
を遮断した後、熱源側開閉弁１４ｂを開放させるようにする。
【００６０】
　以上のように、実施の形態１の空気調和装置１００によれば、暖房運転、暖房主体運転
時において、圧縮機１１が最低駆動周波数で駆動しているときに、圧力センサ６１からの
信号に基づいて、高圧圧力ＰＳがあらかじめ定めた閾値Ｐ１以上の圧力になったものと制
御装置４０が判断すると、バイパス用開閉弁２２を開放して、バイパス管２１によるバイ
パスに冷媒の一部を分流して負荷側ユニット５０側に流れる冷媒量を少なくするようにし
たので、熱源側ユニット１０側から、負荷側熱交換器５２の熱交換容量に合った能力（冷
媒量）を供給することができ、高圧圧力上昇現象を抑え、過熱による圧縮機１１の温度上
昇、異常停止などを防止することができる。また、圧縮機１１、負荷側ユニット５０にお
ける運転の開始、停止回数を少なくするなどにより、例えば、ＣＯＰ（Coefficient of P
erformance ：エネルギ消費効率）、ＡＰＦ（Annual Performance Factor：通年エネルギ
消費効率）などを改善し、省エネルギを図ることができる。夏季でも暖房運転を行うこと
があり、負荷側熱交換器５２の熱交換容量が小さいことがある、冷暖混在運転が可能な空
気調和装置１００において、圧力上昇現象が発生する可能性が高いので、特に上記の効果
を発揮することができる。
【００６１】
　図９は、制御により変移するモリエル線図（ｐ－ｈ線図）を表す図である。実施の形態
１で説明した方法を用いた場合、モリエル線図（ｐ－ｈ線図）は、図９の様に移行するが
、この際、バイパス回路として利用している負荷側ユニット５０の凝縮器（負荷側熱交換
器５２）による能力損失Ｑlossに対し、圧縮機１１における入力低下幅(Ｗ１－Ｗ２)が大
きい特性を持つ場合、上記の効果に加え、ＣＯＰ、ＡＰＦは向上する。また、Ｑlossで発
生した排熱を再利用すれば、ＣＯＰ、ＡＰＦはさらに向上させることができる。
【００６２】
　さらに、冷暖分岐ユニット３０は、複数の負荷側ユニット５０ａ、５０ｂを直列又は並
列に切り換え可能に接続することができる。この場合において、複数の負荷側ユニット５
０ａ、５０ｂが並列接続から直列接続に切り換えられ、冷媒の流れに対して上流側の負荷
側ユニット５０の負荷側熱交換器５２のみが、例えば凝縮器として使用されることにより
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、高圧圧力が上昇した場合でも、バイパス用開閉弁２２を開状態に制御し、冷媒を分流さ
せるため、高圧の過上昇を効果的に抑制できる。特に、熱交換容量（負荷）が小さい負荷
側熱交換器５２ａを有する負荷側ユニット５０ａ(低能力ユニット)と、熱交換容量が大き
い負荷側ユニット５０ｂ（高能力ユニット）とが混在する場合には、低能力ユニットが暖
房運転、高能力ユニットが冷房運転を行う冷暖同時運転中に、高圧圧力が上昇する可能性
がある。しかし、この実施の形態の空気調和装置では、制御装置４０がバイパス用開閉弁
２２を開状態に制御して冷媒を分流させるため、高圧の過上昇を効果的に抑制できる。こ
のとき、制御装置４０が暖房運転している負荷側ユニット５０を特定し、その熱交換能力
、室内温度等から高圧の異常上昇のおそれがあることを圧力検出値によらず或いは圧力検
出値を併用して判断することも可能である。
【００６３】
　また、制御装置４０が、圧力センサ６１からの信号に基づいて圧力を判断するので、直
接的に高圧圧力ＰＳの上昇に基づいて高圧抑制制御の開始判断を行うことができる。そし
て、バイパスを通過した冷媒については、熱源側熱交換器１５ｂを通過させて顕熱を除去
して圧縮機１１の吸入側に戻し、バイパス回路を構成するようにしたので、必要以上に温
度が高い過熱蒸気の冷媒が、圧縮機１１の吸入側に流入して、吸入側冷媒の温度を上昇さ
せずにすむ。このため、さらに高圧圧力上昇現象を抑えることができる。このとき、バイ
パス管２１の一端を複数の熱源側熱交換器１５への配管のいずれかに連通させて冷媒の顕
熱除去を行うようにしたので、専用の熱交換器を用いることなく、スペース及びコストの
削減を図ることができる。さらに、制御装置４０の指示に基づいて、高圧圧力ＰＳの圧力
状態に基づいて、バイパス用絞り装置２３により分流する冷媒量を調整できるようにした
ので、高圧圧力の上昇を効果的に抑えていくことができる。
【００６４】
実施の形態２．
　図５は実施の形態２における制御装置４０が行う高圧抑制制御に係るフローチャートを
表す図である。ここで、空気調和装置１００の装置構成は図１と同じであり、実施の形態
１で説明を行っているため説明を省略する。実施の形態１では、制御開始判断処理部４０
ａが、圧力センサ６１からの信号により判断した高圧圧力ＰＳに基づいて、開始条件判断
処理を行った。
【００６５】
　前述したように、暖房運転、暖房主体運転時においては、熱源側熱交換器１５が蒸発器
の機能を果たすことになる。ここで、気温が高いほど空気が有する熱量が多くなるため、
例えば夏季など外気温が２０℃以上の場合には、熱源側熱交換器１５において、冷媒と空
気との熱交換がされやすくなる。この結果、外気温が高いときには冷媒の蒸発温度が上昇
する傾向にある。これが圧縮機１１の吸入側の圧力、高圧圧力ＰＳの上昇につながり、高
圧圧力上昇現象を引き起こす要因の一つとなる。そこで、本実施の形態では、制御開始判
断処理部４０ａは、温度センサ６２からの信号により判断した周辺温度Ｔに基づいて、高
圧抑制制御を開始するか否かの開始条件判断処理を行うものとする。圧力上昇現象の要因
が発生した段階で判断することで、例えば、系が安定する間に高圧設計圧力以上の圧力に
なってしまうような急激な圧力上昇になる前に、冷媒を分流し、高圧圧力ＰＳを下げるな
ど、早期の対応を行うことができ、空気調和装置１００（熱源側ユニット１０）を保護す
るための制御を行うなどの事態を防ぐことができる。
【００６６】
　図５において、図３と同じステップ番号を付しているものは、実施の形態１において説
明した処理と同様の処理を行うので説明を省略する。前述したように、Ｓ１１において、
運転モードを判断した後、高圧圧力上昇現象の判断を行うが、本実施の形態では、この判
断をするための物理的パラメータは、温度センサ６２から送信される信号に基づいて判断
した周辺温度Ｔとする。温度センサ６２からの信号に基づいて判断した周辺温度Ｔの値が
、あらかじめ設定した閾値Ｔ１よりも大きいかどうかを判断する（Ｓ１３）。大きいと判
断すると、前述した高圧圧力上昇現象発生の前触れがあるものとする。ここで、図４に示
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すように、閾値Ｔ１は夏季における外気温度に基づいて設定するものとする。
【００６７】
　また、周辺温度Ｔだけで判断することも可能であるが、例えば、熱源側ユニット５０に
おける負荷と圧縮機１１から供給する能力とのバランスがよければ高圧圧力上昇現象は発
生しないため、周辺温度Ｔだけを判断条件とすると、高圧圧力上昇現象が発生しえないよ
うな運転状態であっても、高圧抑制制御を開始するものと判断してしまうことがある。そ
のため、他の判断条件（特に負荷側ユニット５０の負荷に関する条件）を付することが望
ましい。そこで、例えば暖房運転している負荷側ユニット５０の台数を判断するなどの処
理を行う。本実施の形態では、暖房運転している負荷側ユニット５０の熱交換容量に関す
るパラメータの総和を算出し、その総和が閾値Ｑ１以下であるかどうかを判断する（Ｓ１
４）。図４で示すように、閾値Ｑ１は、例えば圧縮機１１を最低駆動周波数で駆動したと
きに熱源側ユニット５０に供給できる能力に基づいて設定するものとする。例えば、各負
荷側ユニット５０における熱交換容量に関するパラメータについては、そのデータを記憶
装置４１に記憶しておくようにする。制御開始判断処理部４０ａは、各熱源側ユニット５
０の負荷側制御装置５４から送信された信号に基づいて、各熱源側ユニット５０の運転状
態を判断し、暖房運転を行っている熱源側ユニットの熱交換容量に関するパラメータのデ
ータを記憶装置４１から読み込み、総和を算出するようにする。
【００６８】
　そして、閾値Ｑ１以下であると判断すれば、高圧圧力上昇現象が発生する可能性がある
ものとする。ここで、前述したように、実際に高圧圧力上昇現象が発生する前の段階で高
圧抑制制御の開始を判断する。そのため、実施の形態１と同じ閾値Ｐ２とすると、バイパ
ス用開閉弁２２を開放した段階で既に閾値Ｐ２以下の条件を満たしていることがある。そ
こで、周辺温度Ｔに基づいて開始判断処理を行う場合、閾値Ｐ２については、実施の形態
１の場合よりも低めに設定するとよい。
【００６９】
　以上のように、実施の形態２の空気調和装置によれば、実施の形態１のように、高圧圧
力上昇現象を抑え、過熱による圧縮機１１の温度上昇、異常停止などの防止、省エネルギ
を図る。また、制御装置４０が、温度センサ６２からの信号に基づいて周辺温度Ｔを判断
するようにしたので、高圧圧力上昇現象が発生しやすくなる夏季など外気温が高い場合に
その要因が発生した段階で判断することができ、早期の対応を行うことができる。
【００７０】
実施の形態３．
　図６は実施の形態３における制御装置４０が行う高圧抑制制御に係るフローチャートを
表す図である。本実施の形態においても、空気調和装置１００の装置構成は図１と同じで
あるため説明を省略する。図６において、図３、図５と同じステップ番号を付しているも
のは、実施の形態１、２において説明した処理と同様の処理を行うので説明を省略する。
本実施の形態は、圧力センサ６１からの信号に基づいて判断した高圧圧力ＰＳと、温度セ
ンサ６２からの信号に基づいて判断した周辺温度Ｔとの両方に基づいて、制御開始判断処
理部４０ａが開始条件判断処理を行うようにしたものである。高圧圧力ＰＳ及び周辺温度
Ｔにより高圧抑制制御を行うか否かの判断材料を多くし、空気調和装置１００の状態に応
じた判断を行うことができる。
【００７１】
実施の形態４．
　図７は実施の形態４に係る空気調和装置１００Ａの構成図である。例えば、分流しよう
とする（単位時間あたりの）冷媒量があらかじめ決まっている場合には、バイパス絞り装
置２２による開度調整を必要とせずにすむ。そこで、本実施の形態では、バイパス絞り装
置２２の代わりに、一定量の冷媒を通過させるキャピラリチューブ２４を用いるものとす
る。
【００７２】
　図８は実施の形態４における制御装置４０が行う高圧抑制制御に係るフローチャートを



(17) JP 5106536 B2 2012.12.26

10

表す図である。図８において、図３とおなじステップ番号を付しているものは、実施の形
態１において説明した処理と同様の処理を行うので説明を省略する。図８に示すように、
制御装置４０の制御中処理部４０ｃが行う高圧抑制制御中処理において、前述した開度調
整制御処理となるＳ３１、Ｓ３２の処理を行わなくてもよい。そのため、制御装置４０に
おける制御中処理部４０ｃが行う処理負担を減らすことができる。
【産業上の利用可能性】
【００７３】
　上述した実施の形態では、冷暖混在運転が可能な空気調和装置への適用について説明し
たが、本発明は、冷暖房切換運転が可能な他の空気調和装置についても適用することがで
きる。また、例えばヒートポンプ装置等、冷媒回路を構成する他の冷凍サイクル装置にも
適用することができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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